


 

 

 

 

 

４. 卸規制の撤廃 

 

一般電気事業者の供給義務・料金規制を補完する仕組みとして、卸規制（卸電気事業者や卸供給

事業者が一般電気事業者に供給する場合における、総括原価方式による料金規制や供給義務）が措

置されてきたが、小売参入の全面自由化に伴い、撤廃することとする。撤廃後においても、当面の

間は既存契約が一定程度は残存すると見込まれるため、卸規制に基づき電力供給を受けていた事業

者の供給力の著しい減少や、小売料金への著しい影響は生じないと考えられる。他方、卸規制の撤

廃は発電分野の市場活性化に繋がるものであるため、市場活性化を促す観点から、小売全面自由化

後に新たに締結される卸契約に経過措置等の形で制度的位置付けを与えることは必ずしも好ましく

ない。このため、小売参入の全面自由化を行う時点までは卸規制を維持するものの、小売参入の全

面自由化時点で卸規制を撤廃し、それ以降の新たな卸契約は完全な自由契約によるものとする。た

だし、卸規制の撤廃以前に締結された契約についても、特に卸電気事業者の電源の売電先の多様化

の観点から、当事者間における一定の見直しが進められることが期待される。 
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電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
の
工
程
表
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
卸

電
力

市
場

の
活
性
化

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

１
．
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
は
、
大
き
な
事
業
体

制
の
変
革
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
十
分
な
準
備
を
行
っ
た
上
で
慎
重
に
改
革
を
進
め
る
た
め
、
実
施
を
３
段
階
に
分
け
、
各
段
階
で
検
証
を
行
い
な

が
ら
実
行
す
る
。

 
２
．
広
域
系

統
運
用
機
関
の
設
立
や
、
小
売
参

入
の
全
面
自
由
化
な
ど
、
早
期
の
実
施
が
必
要
な
改
革
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
部
分
か
ら
速
や
か
に
実
行
に
移
す
。

 
３
．
送
配
電

部
門
の
法
的
分
離
に
は
、
分
離
に
向
け
た
準
備
や
給
電
指
令
シ
ス
テ
ム
の
対
応

等
、
万
全
の
備
え
が
欠
か
せ
な
い
。
ま
た
、
料
金
規
制
の
撤
廃
に
は
競
争
の
進
展
が
前
提
と
な

る
。
そ
の
た
め
、
相
当
の
期
間
を
置
き
、
事
業
環
境
等
も
踏
ま
え
た
上
で
実
施
を
行
う
。

 
（
注

１
）
 
送

配
電

部
門
の
法
的
分
離
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
電

力
の
安

定
供
給

に
必

要
と
な
る
資
金
調
達
に
支
障
を
来
さ
な
い
よ
う
に
す
る
。

 
（
注

２
）
 
第

３
段

階
に
お
い
て
料
金
規
制
の
撤
廃

は
、
送
配

電
部
門

の
法
的

分
離
の

実
施
と
同

時
に
、
又
は
、
実
施
の
後
に
行
う
。

 
（
注

３
）
 
料

金
規

制
の
撤
廃
に
つ
い
て
は
、
小
売

全
面
自

由
化
の

制
度
改

正
を
決
定

す
る
段

階
で
の
電
力
市
場
、
事
業
環
境
、
競
争
の
状
態
等
も
踏
ま
え
、
実
施
時
期
の
見
直
し
も
あ
り
得
る
。

 

①
供
給
力
確
保
義
務

 
供

給
力

確
保
の

新
し
い
仕

組
み

の
創

設
 

送
配
電
部
門
の

 
法
的
分
離

 

市
場

を
活

用
し
た
広

域
で
の

需
給

調
整

が
実

需
給

の
直

前
ま
で
可

能
に

 

家
庭

等
の

小
口

部
門

で
も
、
電

力
会

社
の

選
択

や
、
自

由
な
料

金
設

定
を
可

能
に

 

電 力 シ ス テ ム 改 革 に 関 す る 方 針 の 決 定  

【
第

１
段

階
】 

（
広

域
系

統
運

用
機

関
の

設
置

）
 

20
15

年
目
途

 

組
織
移

行
準

備
の

順
次

実
施

 

広
域
機
関

の
設

立
準

備
 

送
配
電
部
門
の
一
層
の
中
立
化
の
前
提
と
な
る
ル
ー
ル
の
検
討
、
整
備
、
発
効

 
災
害
時
の
対
応
、
送
配
電
設
備
の
保
守
と
運
用
の
協
調
、
供
給
力
確
保
な
ど
、
安
定
供
給
確
保
策
に
つ
い
て
の
検
証
と
対
応

 

20
13

年
２
月
目
途

 

設
立

認
可

 
①
広
域
の
需
給
計
画
の
策
定

 
②
連
系
線
、
広
域
送

電
線
の
整
備
計
画
の
策
定

 
③
需
給
及
び
系
統
の
広
域
的
な
運
用
（
シ
ス
テ
ム
の
準
備
が
で
き
次
第
開
始
）

 
④
需
給
ひ
っ
迫
緊
急
時
の
需
給
調
整

 
等

 

小
売
全
面

 
自
由
化

 
（
参
入
の
自
由
化
）

 

料
金
規
制

 
の

撤
廃

 
（

経
過

措
置

終
了

）
 

１時
間
前

 
市
場
の

創
設

 

需
要
家
保
護
に
必
要
な
制
度
（
最
終
保
障

サ
ー
ビ
ス
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
等
）

を
措
置
す
る

 

競
争

的
な
市

場
環

境
を
実

現
 

料
金

規
制

の
経

過
措

置
期

間
 

１
時

間
前

市
場

の
創
設
準
備

 

【
第

２
段

階
】 

（
小

売
参

入
の

自
由
化
）
 

20
16

年
目
途

 

【
第

３
段
階
】 

（
送
配
電
の
中
立
化
、
料
金
規
制
の
撤
廃
） 

20
18

～
20

20
年

目
途

 

送
配
電
の
規
制
、
中
立
性
確

保
状
況
の
監
視

 

新
規
制
組
織

へ
の

移
行

 

広
域
系
統
運
用

機
関
設
立

 

競
争
状
況
の
レ
ビ
ュ
ー

 

市
場
監
視

 

①
 送

配
電
部
門
へ
の

規
制

（
託

送
料

金
規

制
や

各
種

行
為

規
制

等
）

 
②

 卸
・
小
売
市
場
に
お
け
る
取

引
の

監
視

、
競

争
状

況
の

レ
ビ
ュ
ー
、
取

引
ル

ー
ル

の
整

備
 

③
 緊

急
時
の
供
給
命

令
や

適
切

な
計

画
停

電
の

実
施

等
、
電

力
の

安
定

供
給

に
係

る
業

務
 

 
等

 

②
将
来
の
供
給
力
（
発
電
能
力
）
を
取
引
す
る
市
場
（
容
量
市
場
）
の
創
設

 （
準
備
が
で
き
次
第
開
始
） 

③
将
来
の
電
源
不
足
時
に
備
え
た
電
源
入
札
制
度

 

卸
規
制
の

撤
廃

 

リ
ア
ル

タ
イ
ム
市
場
の

創
設

 

供
給

力
確

保
の

新
し
い
仕

組
み
の
創
設
準
備

 

小
売

全
面

自
由

化
の

た
め
の
環
境
整
備

 

本
格

実
施

 

組
織

の
詳

細
設

計
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総行行第６２ 号  

総財営第３６ 号  

平成 24年４月２５日 

 

各 都 道 府 県 総 務 部 長 殿 

（契約担当課・市町村担当課扱い） 

各 指 定 都 市 財 政 局 長 殿 

（契約担当課扱い） 

総務省自治行政局行政課長    

 

 

 

総務省自治財政局公営企業経営室長   

 

 

地方公共団体が行う売電契約について 

 

 

 平成 24 年４月３日付で閣議決定された「エネルギー分野における規制・制度改革に

係る方針」に基づき、下記のとおりお知らせしますので、売電契約を締結する際にはご

留意願います。 

 なお、各都道府県契約担当課及び各指定都市契約担当課におかれては、公営企業関係

部局に、各都道府県市町村担当課におかれては、貴都道府県内各市町村及び一部事務組

合等に、周知願います。 

 

 

記 

 

 

地方公共団体が行う売電契約については、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第

234条第１項及び第２項の規定により、一般競争入札により締結することが原則とされ

ていること。なお、随意契約については、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）

第 167 条の２第１項又は地方公営企業法施行令（昭和 27 年政令第 403 号）第 21 条の

14第１項に規定する事由に該当する場合に締結することができるものであること。 

 

 

 

 

 

 
【問い合わせ先】 

総務省自治行政局行政課 

 担当：岡専門官、青木係長 

TEL 03-5253-5510 

総務省自治財政局公営企業経営室 

 担当：田中補佐、関本係長 

TEL 03-5253-5639 
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参 考 

 

   エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針 

 

 

平成 24 年４月３日 

閣 議 決 定 
 

 

  行政刷新会議の下の「規制・制度改革に関する分科会」におけるエネ

ルギー分野の規制・制度改革に関する検討の結果を踏まえ、別紙のとお

り、「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」を定める。 

  別紙において、「実施時期」が「結論を得次第措置」又は「早期措置」

とされている事項、及び法令等の運用を見直すこととされている事項に

ついては、四半期ごとに内閣府が進捗状況を確認し、各府省は早期に措

置するよう努めるものとする。 

  当該四半期に措置が完了しない場合は、改めて次の四半期の対応を内

閣府と各府省が協議する。 

  また、内閣府は、上記の経緯と結果を公表する。 

 

規制・制度改革事項 一覧（抜粋）                    （別紙） 

番号 事項名 規制・制度改革の内容 
実施 

時期 

法律事項・政令事項・ 

省令事項 

所管省庁 

法律 政令 省令 

その他 

(運用

等) 

42 

公営の発電事業

における新電力

の買取参入の実

現 

地方公共団体に対して、地方公共

団体が行う売電契約について、一

般競争入札が原則である旨を改

めて周知する。また、各地方公共

団体における売電契約の状況に

ついて実態調査を行う。 

平成 24年 

度早期措

置 
   ● 

総務省 

経済産業省 
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総 財 公 第１２６号 

総 財 営 第７２号 

総 財 準 第８９号 

平成２４年１２月２８日 

 

各 都 道 府 県 総 務 部 長 

（ 財 政 課 、 市 区 町 村 担 当 課 扱 い ） 

各 都 道 府 県 企 業 管 理 者 

各 指 定 都 市 財 政 局 長 

各 指 定 都 市 企 業 管 理 者 

関 係 企 業 団 企 業 長 

（都道府県・指定都市が加入するもの） 

 
            総務省自治財政局公営企業課長      
            （ 公 印 省 略 ）      

    総務省自治財政局公営企業経営室長      
    （ 公 印 省 略 ）      

総務省自治財政局準公営企業室長      
            （ 公 印 省 略 ）      

 
 

再生可能エネルギー固定価格買取制度を利用した売電事業を 
公営企業が行う場合の取扱いについて 

 

 

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律

第１０８号。以下「再エネ特措法」という。）第４条に規定する特定契約（以下「特定契

約」という。）に基づく電気の供給（以下「買取制度による売電」という。）を公営企業

が行う場合の取扱いについて、下記のとおり留意点をまとめましたので通知します。 
また、貴都道府県内市区町村等に対しても、その旨周知をお願いします。 

 なお、本通知は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４に基づく技術

的助言であることを申し添えます。 

 

記 

 
１ 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１１号に規定する卸供給に

該当する事業は、従来から、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２条第１

項に規定する電気事業に該当すると解してきたところである。 
今般導入された買取制度による売電については、特定契約において、電気事業法第２

条第１項第２号に規定する一般電気事業者から求めがあった場合に確実に発電すること

ができる発電出力である供給電力を定め、電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令

殿 
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第７７号）第３条各号に規定する要件に該当しない限り、卸供給に該当しないものと解

される。従って、買取制度による売電事業（売電を主たる目的とする事業をいう。以下

同じ。）を公営企業が行い、卸供給に該当しない場合は、地方公営企業法第２条第１項

に規定する電気事業に該当しないこと。 
 
２ 公営企業が行う買取制度による売電事業について、「地方公営企業法及び地方公共団

体の財政の健全化に関する法律（公営企業に係る部分）の施行に関する取扱いについて」

（昭和２７年９月２９日自乙発第２４５号。以下「基本通知」という。）第一章第一節

三（三）に掲げる要件に該当する場合は、地方公営企業法第２条第１項に掲げる事業に

附帯する事業として取り扱うこと。なお、その場合は基本通知第一章第一節三（六）に

示しているとおり、日常の経理は、本来の事業と区分して行い、また、予算決算関係書

類の中で、附帯事業を明らかにする等常にその経営状況を把握できるようにしておくこ

と。 
  また、公営企業に附帯する事業として買取制度による売電事業を行う場合について、

「平成２４年度地方債同意等基準」（平成２４年総務省告示第１５５号）第二の二１（二）

（１２）に基づき、当該公営企業に係る地方債を起こすことができること。 
 
３ 買取制度による売電は、効率的に事業が実施された場合に通常要する費用等を基礎と

し、再エネ特措法第３条第２項に規定する特定供給者が受けるべき適正な利潤等を勘案

して調達価格が定められるものであることから、公営企業が行う買取制度による売電事

業に要する経費に対しては、地方交付税措置を行わないこと。 
 
 

 

【問い合わせ先】 
総務省自治財政局公営企業経営室 
 担当：北澤補佐、関本係長 
 電話：03-5253-5639 
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固
定
価
格

買
取

制
度

に
よ
る
売
電

事
業

（
※
１
）
を
行

う
場

合
の

取
扱
い

地
方
公
営
企
業
法
の

適
用
・
非
適
用

経
理
の
方
法

起
債
で
き
る
企
業
債

売
電
事
業
の
経
費
に
対
す
る

交
付
税
措
置
の
有
無

ケ
ー
ス
①

単
独
の
事
業
と
し
て
行
う
場
合

（
例
：
売
電
事
業
の
た
め
に
土

地
を
賃

借
し
、
風

力
発
電
を
実
施
）

非
適
用

（
※
２
）

特
別
会
計
設
置

電
気
事
業
債

な
し

ケ
ー
ス
②

本
来
事
業
の
附
帯

事
業
と
し
て
行
う
場
合

（
例
：
水
道
事
業
の
施

設
を
活

用
し
て
太

陽
光

発
電
を
実
施
）

本
来
事
業
と
一
致

本
来
事
業
会
計
で

区
分
経
理

（
※
３
）

本
来
事
業
の
企
業
債

な
し

※
１
　
売
電
事
業
と
は
、
売

電
を
主

た
る
目

的
と
す
る
事

業
の
こ
と
を
い
い
、
自
ら
の
施
設
の
消
費
電
力
を
賄
う
た
め
の
発
電
は
該
当

し
な
い
。

※
３
　
区
分
経
理
と
は
、
日

常
の

経
理

を
本

来
の

事
業

と
区
分
し
て
行
い
、
予
算
決
算
関
係
書
類
の
中
で
附
帯
事
業
を
明
ら
か
に
す
る
等

常
に
そ
の

経
営

状
況

を
把

握
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
を
指

す
。

※
２
　
電
気
事
業
法
第

２
条

第
１
項

第
１
１
号

に
規

定
す
る
「
卸
供
給
」
に
該
当
す
る
場
合
（
供
給
電
力
を
定
め
、
電
気
事
業
法
施
行

規
則

第
３
条

各
号

に
規

定
す
る
要

件
に
該

当
す
る
場

合
）
を
除

く
。

　
　
（
基
本
通
知
第
一

章
第

一
節

三
（
六

）
参

照
）

参
考
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